
府政記者クラブ、教育記者クラブ 同時資料配付

令和３年度第１回京都府総合教育会議の開催について

令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ４ 日

京都府文化スポーツ部文教課

（ 0 7 5 - 4 1 4 - 4 5 1 6 ）

京都府知事と教育委員会が十分な意志疎通を図り、教育の課題やあるべき姿

を共有して、教育の振興を図るため、令和３年度第１回京都府総合教育会議を

開催しますので、当日の御取材をよろしくお願いいたします。

１ 日 時 令和３年10月18日（月）午後１時30分～３時

２ 場 所 京都産業大学むすびわざ館３階 ３－Ａ教室

（京都市下京区中堂寺命婦町1-10）

３ 構 成 員 京都府知事及び教育委員会（別紙のとおり）

４ 内 容 「若者への就業支援」について

５ 傍聴手続 傍聴人は定員10名（先着順）。受付は、会議の開会予定時刻

の30分前から15分前までの間に会場受付にて行います。

６ そ の 他 別途、記者席を設けております。（取材は随時可）

新型コロナウイルス感染症対策のため、委員間の間隔を開け

て実施します。

＜参考＞
△

総合教育会議の役割

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律162号）第１条の４

の規定により、地方公共団体の長が設置する。構成員は知事及び教育委員会で

下記の事項について協議・調整を行う。

・当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱

の策定

・教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び

文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策

・児童・生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるお

それがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置

△

前回の内容と日時

令和２年11月５日（木）

テーマ「京都の文化力を生かした教育」について



（別紙）

京都府総合教育会議構成員

職 名 名 前

京都府知事 西 脇 隆 俊
にし わき たか とし

京都府教育委員会教育長 橋 本 幸 三
はし もと こう ぞう

京都府教育委員会委員 小 畑 英 明
お ばた ひで あき

（教育長職務代理者）

京都府教育委員会委員 千 容 子
せん まさ こ

京都府教育委員会委員 安 岡 良 介
やす おか りよう すけ

京都府教育委員会委員 藤 本 明 弘
ふじ もと あき ひろ

京都府教育委員会委員 鈴 鹿 可奈子
すず か か な こ


